
シルクのまちづくり市区町村協議会 平成３０年度総会次第 

 

日時：平成３０年８月２８日（火）午後３時００分～ 

場所：庄内産業振興センター 第２研修室（山形県鶴岡市末広町３－１） 

 

 

■ 開会 

 

 

■ 会長あいさつ 

 

 

■ 議事 

 

  第１号議案 平成３０年度事業案について 

 

 

  第２号議案 平成３１年度役員の選任について 

 

 

 

■ その他の協議事項について 

 

 

■ 閉会 

 

 

■ 事務局からの連絡事項 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成30年8月28日

№ 会員自治体名 担当部署名 役職名 出席者名

1 福島県川俣町 町長 佐藤　金正

2 茨城県結城市 産業経済部商工観光課 係長 篠崎　真裕美

3 栃木県小山市 産業観光部工業振興課 紬織士 今泉　亜季子

4 課長補佐兼係長 大崎　渉

5 係長代理 浅香　嘉一

6 群馬県前橋市 文化スポーツ観光部文化国際課 主事 大島　拓

7 新潟県十日町市 産業観光部産業政策課 課長補佐 田村　英明

8 主幹 羽田　昌訓

9 主事 渡辺　毅人

10 市長 今井　竜五

11 産業振興部 部長 尾張　嘉紀

12 室長 伊藤　雅章

13 主幹 伊藤　和彦

14 主査 坂本　直也

15 長野県駒ヶ根市 産業部農林課 係長 松原　博人

16 長野県安曇野市 商工観光部観光交流促進課 係長 下里　強

17 京都府京丹後市 商工観光部商工振興課 課長 高橋　尚義

18 産業建設部農業水産課 課長 三瀬　功

19 産業建設部野村シルク博物館 主任 那須　重昭

20 市長 皆川　治

21 課長 森屋　健一

22 主事 加藤　奈津子

23 課長補佐 荒木　貴志

24 係員 松井　聡

25 部長 佐久間　恵二

26 係長 岩本　裕司

27 係員 柴田　裕彰

28 部長 真鍋　郁夫

29 課長 中田　博文

経済産業省東北経済産業局
産業部　地域ブランド連携推進室

農林水産省東北農政局
生産部　園芸特産課

オブザーバー

平成３０年度 シルクのまちづくり市区町村協議会総会 出席者名簿

愛媛県西予市

世界遺産部富岡製糸場戦略課群馬県富岡市

経済産業省製造産業局
生活製品課

山形県鶴岡市
商工観光部商工課

山梨県富士吉田市 産業観光部商工振興課

長野県岡谷市

産業振興部ブランド推進室



　　　　　日時：平成３０年８月２８日（火）午後３時００分～
　　　　　場所：庄内産業振興センター第２研修室シルクのまちづくり市区町村協議会　平成３０年度総会　座席表
　　　　　　　　　（山形県鶴岡市末広町３－１　マリカ東館３階）
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平成３０年度事業計画（案） 

 

１．全体事業 

（１）総会 

  日時：平成３０年８月２８日（火）１５：００～ 

場所：庄内産業振興センター第２研修室（山形県鶴岡市末広町３－１） 

  内容：平成３０年度事業について、次期役員の選任について 

（２）幹事会 

   ①第１回幹事会 

日時：平成３０年７月９日（金）１４：００～ 

場所：大日本蚕糸会 蚕糸会館会議室（東京都千代田区有楽町１－９－４） 

   内容：平成２９年度事業報告、平成３０年度事業計画（案）、 

連携事業について、各産地の状況報告および取組の紹介など 

  ②第２回幹事会 

   日程：平成３１年２月または３月 

   場所：未定 

   内容：平成３０年度事業計画の進捗状況について、 

全国シルクのまち情報誌「知・る・く（第１０号）」発行について、 

各産地の状況報告および取組の紹介など 

 

２．研修事業 

（１）第１回視察研修 

  日時：平成３０年８月２９日（水）９：００～１２：００ 

場所：山形県鶴岡市（有限会社芳村捺染、松ヶ岡開墾場） 

内容：企業視察、シルク関連史跡視察等 

 （２）第２回視察研修 

   日時：平成３１年２月または３月 

   場所：未定 

   内容：未定 
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３．連携事業 

 （１）シルクフォーラム in鶴岡２０１８～東北絹産業の未来～ 

   日 時：平成３０年８月２８日（火）１６：３０～１８：００ 

   場 所：マリカ市民ホール（山形県鶴岡市末広町３－１） 

   内 容：鶴岡市取組発表、トークセッション「東北絹産業の未来」 

   主 催：鶴岡市 

   共 催：シルクのまちづくり市区町村協議会 

 （２）早稲田大学「きもの学」講義 

   日 時：平成３０年１１月８日（木）１３：００～１４：３０ 

   場 所：早稲田大学（東京都新宿区西早稲田１－６－１） 

   内 容：会長（鶴岡市長）による地場産業等をテーマとした講義 

  

４．情報発信・提供事業 

（１）全国シルクのまち情報誌「知・る・く」の発行（１回） 

   発行日：平成３１年３月 

内 容：未定 

（２）ホームページの運営（シルクに関する有益な情報発信） 

   内 容：ホームページ（https://silktown.jimdo.com）掲載情報の更新 

   内容①：協議会発行情報誌の掲載 

   内容②：企業情報の追加掲載（会員自治体内のシルク関連企業情報） 

   内容③：イベント、施設、特産品及び販売店情報の追加掲載 

   内容④：わがまちのシルク PR隊（団体・ゆるキャラ等）の追加掲載 

（３）メーリングリストによる情報共有 

   内 容：会員自治体、顧問および協賛団体ごとのメーリングリストを使い、

会員自治体のシルクに関する取り組みやイベント情報などをタイム

リーに発信・共有。 

 

５．事務局引継会 

（１）富岡市（前会長市）から鶴岡市（現会長市）への引継 

日時：平成３０年３月１５日（木）１０：３０～ 

場所：富岡市生涯学習センター会議室（群馬県富岡市七日市４００－１） 

（２）鶴岡市（現会長市）から岡谷市（時期会長市）への引継 

日時：平成３１年２月または３月 

場所：大日本蚕糸会 蚕糸会館会議室（東京都千代田区有楽町１－９－４） 
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平成２９年度事業報告 

 

１．全体事業 

（１）総会 

  日時：平成３０年３月１５日（木）１３：３０～ 

場所：富岡製糸場 食堂（群馬県富岡市富岡１－１） 

  内容：平成２９年度事業報告、規約の一部改正、次期役員の選任ほか 

（２）幹事会 

   ①第１回幹事会 

日時：平成２９年７月１０日（月）１４：００～ 

場所：大日本蚕糸会 蚕糸会館会議室（東京都千代田区有楽町１－９－４） 

   内容：平成２８年度事業報告、平成２９年度事業計画（案）、 

連携事業について、新ホームページへの移行について、 

各産地の状況報告および取り組みの紹介など 

  ②第２回幹事会 

   日程：平成２９年１２月４日（月）１３：３０～ 

   場所：大日本蚕糸会 蚕糸会館会議室（東京都千代田区有楽町１－９－４） 

   内容：平成２９年度事業計画の進捗状況について、総会開催について、 

全国シルクのまち情報誌「知・る・く（第９号）」発行について、 

各産地の状況報告および取り組みの紹介など 

（３）組織拡大 

内容：会員自治体、顧問および協賛団体の勧誘 

  【新加入自治体】福井県勝山市（平成２９年４月７日付） 

 

２．研修事業 

（１）第１回視察研修 

  日時：平成２９年１２月４日（月）１０：１５～１２：０５ 

場所：渋谷シネパレス（東京都渋谷区宇田川町２０－１１渋谷三葉ビル） 

内容：富岡製糸場映画「紅い襷」鑑賞会 

 （２）第２回視察研修 

   日時：平成３０年３月１５日（木）９：００～１２：１０ 

   場所：富岡倉庫、富岡市役所庁舎、富岡市生涯学習センター 

   内容：富岡倉庫・富岡庁舎の見学会、富岡製糸場映画「紅い襷」の鑑賞会 
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３．連携事業 

（１）ヨコハマ“絹ＦＥＳ”ｉｎ 大さん橋 

日時：平成２９年１１月１５日（水）１０：００～１８：００ 

場所：横浜大さん橋ホール（神奈川県横浜市中区海岸通１－１－４） 

内容：関東経済産業局・絹のみち広域連携プロジェクトと、シルクのまち 

づくり市区町村協議会が連携して出展 

（結城市、岡谷市、駒ヶ根市、富岡市） 

結城紬の着ごこち体験や各産地の絹製品の展示・販売を実施 

 （２）明治 150 年記念 絹のみち広域連携プロジェクトシンポジウム 

    ～富岡製糸場から繋がる絹産業の未来～ 

   日 時：平成３０年３月１５日（木）１５：００～１７：３０ 

   場 所：富岡製糸場東置繭所（群馬県富岡市富岡１－１） 

   内 容：セッション１ 

「富岡製糸場発・明治近代化を振り返る～横田英 15歳の冒険～」 

セッション２ 

       「絹産業・新たなイノベーションの飛躍」 

セッション３ 

「明治の絹産業遺産を活用した新たな取組」 

   主 催：経済産業省関東経済産業局 

   共 催：富岡市、シルクのまちづくり市区町村協議会 

   交流会：富岡倉庫（富岡市富岡１４５０）１８：００～１９：３０ 

 

４．情報発信・提供事業 

（１）全国シルクのまち情報誌「知・る・く」の発行（１回） 

   発行日：平成３０年３月２日（No.９） 

内 容：新加入会員自治体の紹介（福井県勝山市）、産地ブランドマークの 

紹介（富岡シルクブランドマーク：群馬県富岡市）、会員自治体のシ 

ルクに関わるイベントや取り組みなどの紹介（栃木県小山市、群馬 

県前橋市、東京都武蔵村山市） 

（２）ホームページの運営（シルクに関する有益な情報発信） 

   内容：ホームページ（https://silktown.jimdo.com）掲載情報の修正・更新 

      （７会員自治体から提供いただいた資料を発信） 
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５．事務局引継会 

（１） 京丹後市（前会長市）から富岡市（現会長市）への引継 

日時：平成２９年５月２６日（金）１５：００～ 

場所：大日本蚕糸会 蚕糸会館会議室（東京都千代田区有楽町１－９－４） 

（２） 富岡市（現会長市）から鶴岡市（次期会長市）への引継 

日時：平成３０年３月１５日（木）１０：３０～ 

場所：富岡市生涯学習センター会議室（群馬県富岡市七日市４００－１） 

 

６．政策提言・要望事業 

内  容：国の関係機関（経済産業省等）に対し、全国和装産地市町村協議

会（事務局：京都府京都市）が作成した要望書に賛同し、シルク

のまちづくり市区町村協議会も連名で要望活動を実施 

     要望内容については、別添の資料を参照 

日  時：平成２９年１１月１３日（月） 

   要 望 先：経済産業省製造産業局生活製品課、文部科学省初等中等教育局教

育課程課、文化庁文化財部伝統文化課 

 

 

【平成２９年度の活動評価】 

  シルクのまちづくり市区町村協議会が設立されてから、京都府京丹後市が会長

市として運営してきた本協議会が、平成２９年度から輪番で会長市を担うことに

なり、群馬県富岡市が会長市として１年間、事務局を運営した。 

平成２９年４月に福井県勝山市が加入し、全国３２自治体が加入する協議会と

なった。今後も、組織拡大のための勧誘を定期的に行い、多くの自治体が参加す

る協議会に発展していくことを期待するとともに、会長市が順番に交代する中で、

各産地のシルク情勢や取組みが、全国の会員自治体間で共有され、連携した事業

が展開されることを期待したい。 

  今年度も、関東経済産業局・絹のみち広域連携プロジェクトと連携して「ヨコ

ハマ“絹ＦＥＳ”ｉｎ大さん橋」に４会員自治体が参加したが、これからも、オ

ブザーバーとして本協議会に関与する地方経済産業局と連携して、絹関連イベン

トを実施するなど、他団体との連携を活発に続けたい。 



平成３１年度役員体制（案） 
 

役 職 平成３１年度役員自治体名 平成３０年度役員自治体名 

会 長 長野県 岡谷市 山形県 鶴岡市 

副会長 
愛媛県 西予市 
茨城県 結城市 
【近畿経産局管内自治体】 

長野県 岡谷市 
愛媛県 西予市 
茨城県 結城市 

監 事 【関東経産局管内自治体】 
山形県 鶴岡市（前年度会長） 

【近畿経産局管内自治体】 
群馬県 富岡市（前年度会長） 

 
○平成３２年度役員体制（案） 
会 長 西予市 
副会長 結城市、【近畿経産局管内自治体】、【関東経産局管内自治体】 
監 事 【東北・中部経産局管内自治体】、岡谷市（前年度会長） 
 

○平成３３年度役員体制（案） 
会 長 結城市 
副会長 【近畿経産局管内自治体】、【関東経産局管内自治体】、 

【東北・中部経産局管内自治体】 
監 事 【関東経産局管内自治体】、西予市（前年度会長） 

 
【参考１：役員数の考え方】 

○国との接点を持ちつつ活動を進めるため、各経済産業局が管轄するエリアで 

区分する。平成３０年８月現在、３２自治体で構成され、経済産業省地方支部

局管内の自治体数は、以下のとおり。 
・東北経産局管内＝ ４自治体 ・中部経産局管内＝ ２自治体 
・関東経産局管内＝１５自治体 ・近畿経産局管内＝ ６自治体 
・四国経産局管内＝ １自治体 ・九州経産局管内＝ ４自治体 

 
○東北と中部、四国と九州を連合し、自治体数の比率に応じて選出することとし

たため、以下のとおりの選出となっている。（比率⇒６：１５：６：５） 
・東北・中部経産局管内＝１自治体 ・関東経産局管内＝３自治体 
・近畿経産局管内＝１自治体    ・四国・九州経産局管内＝１自治体 

 
【参考２：輪番の考え方】 
○当協議会の役員は、会長１、副会長３、監事２の６自治体を、上記の割合で選

出し構成する。今後、加入市区町村が増えた際には、適宜、役員自治体を増や

すことも想定され、加えて、輪番にも変更が加えられる可能性がある。 



シルクのまちづくり市区町村協議会・構成団体等一覧 

（平成３０年８月２８日現在） 

■会員（３２団体） 

1 山形県鶴岡市 12 新潟県十日町市 23 滋賀県長浜市 

2 山形県長井市 13 新潟県小千谷市 24 京都府京都市 

3 山形県白鷹町 14 新潟県南魚沼市 25 京都府宮津市 

4 福島県川俣町 15 石川県金沢市 26 京都府京丹後市 

5 茨城県結城市 16 石川県小松市 27 京都府与謝野町 

6 栃木県足利市 17 福井県勝山市 28 愛媛県西予市 

7 栃木県小山市 18 山梨県富士吉田市 29 鹿児島県鹿児島市 

8 群馬県富岡市 19 山梨県西桂町 30 鹿児島県奄美市 

9 群馬県前橋市 20 長野県岡谷市 31 鹿児島県龍郷町 

10 東京都新宿区 21 長野県駒ヶ根市 32 沖縄県久米島町 

11 東京都武蔵村山市 22 長野県安曇野市   

◇役員 

  会 長 山形県鶴岡市（市長 皆川 治） 

  副会長 長野県岡谷市、愛媛県西予市、茨城県結城市 

  監 事 群馬県富岡市、【近畿局管内自治体】 

 
■特別会員[オブザーバー] 

農林水産省、経済産業省関係部署担当課長 
 
■事務局サポート 

ＮＰＯ法人日本染織文化振興会 
 

■顧問（１１名） 

◎ファッションジャーナリスト 

清水 早苗氏 ジャーナリスト／クリエイティブ・ディレクター 

◎クリエーションコーディネーター 

松田 正夫氏 繊維・未来塾 塾長／（株）大阪繊維リソースセンター特任顧問 

岡田 茂樹氏 元東京ファッションデザイナー協会議長／元鶴岡kibiso プロデューサー 

◎テキスタイルデザイナー 

須藤 玲子氏 株式会社布取締役 

酒井 美和子氏 （有）ＧＢカンパニー代表取締役 

福井 健二氏 K.FUKUI PERSONAL OFFICE&EA 主宰 

永森 達昌氏 オフィス・ナガモリ代表 

◎和装 

早坂 伊織氏 着物伝承家 

笹島 寿美氏 着装コーディネーター・帯研究家 

◎研究機関 

玉田 靖氏    信州大学 繊維学部 教授 

      長島 孝行氏   東京農業大学 農学部農学科 教授（農学博士） 

   藤井 浩司氏   早稲田大学 政治経済学術院政治経済学部／政治学研究科 教授 

   阿部 栄子氏   大妻女子大学 家政学部被服学科 学科長／教授（学術博士） 

 

■協賛者等（２４団体） 

 ◎蚕糸団体 

（一財）大日本蚕糸会、中央蚕糸協会、碓氷製糸株式会社、蚕糸・絹業提携グループ 



全国連絡協議会 

◎産地織物組合 

鶴岡織物工業協同組合、福島県絹人繊織物構造改善工業組合、小千谷織物同業協同組合、 

山梨県絹人繊織物工業組合、滋賀県絹人繊織物工業組合、丹後織物工業組合、本場大島 

紬織物協同組合、本場奄美大島紬協同組合 

◎絹業団体 

  全国染色協同組合連合会、全国染織連合会、京友禅協同組合連合会、京都工芸染匠協同組 

  合、日本織物中央卸商業組合連合会、（一社)全日本きもの振興会、（公社）全日本きもの 

コンサルタント協会、（一財）シルクセンター国際貿易観光会館（シルク博物館）、東京 

ネクタイ協同組合、日本繊維輸入組合、新宿区染色協議会 

◎その他団体 

  GS 世代研究会 
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シルクのまちづくり市区町村協議会規約 

 

（名称） 

第 1 条 本会は、シルクのまちづくり市区町村協議会（以下「協議会」という。）

という。 

 

（目的） 

第 2 条 協議会は、参加する市区町村が、シルク産業・シルク文化に関する諸

課題を共有し、政策研究及び情報交換を行い、並びに会員相互の連携を図る

ことにより、まちづくりに関わる様々な諸問題に対して総合的に対応し、も

ってシルク産業の振興とシルク文化の活用による魅力ある地域づくりに寄与

することを目的とする。 

 

（事業） 

第 3 条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。   

（1）シルク産業の活性化及びシルク文化の振興に向けた政策研究及びこれに関

連する課題等の研究  

（2）シルク産業・シルク文化に関する政策提言 

（3）シルク産業・シルク文化の魅力の積極的啓発 

（4）会員相互の交流、支援、連携等を図るための活動  

（5）その他前条の目的を達成するために必要な活動 

 

（会員）  

第 4 条 協議会の会員は、第 2 条の目的に賛同する日本国内の市区町村をもっ

てその会員とする。 

 

（特別会員） 

第 5 条 協議会に、オブザーバーとして特別会員を置くことができる。   

2 特別会員は、会員が推薦する府省庁の担当課室長等をもって充てる。 

3 特別会員は、会長の求めに応じて、協議会の運営及び組織一般に関し、助言

を行う。 

 

（顧問） 

第 6 条 協議会に、顧問を置くことができる。 

2 顧問は、会員が推薦するシルク産業またはシルク文化に関わる学識経験者を

もって充てる。 



3 顧問は、会長の求めに応じて、協議会の事業に関し、助言および協力を行う。  

 

（役員） 

第 7 条 協議会に次の役員を置く。 

 会  長 １名 

 副 会 長 若干名 

 監  事 若干名 

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

4 監事は、会計の監査にあたる。 

 

（役員の選任方法及び任期） 

第 8 条 会長は、会員の互選により選出し、任期は、毎年４月１日から翌年の

３月 31 日までとする。 

2 副会長及び監事は、会員のうちから会長が指名する。 

3 補欠のために選任された者の任期は、その前任者の残任期間とする。 

 

（総会及び臨時会） 

第 9 条 総会及び臨時会は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 総会は、年 1 回開催する。 

３ 臨時会は、会長が必要と認めるときに開催する。 

 

（総会又は臨時会の議決方法） 

第 10 条 総会の決議は出席した会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数

のときは、会長がこれを決する。 

 

（協賛者等） 

第11条 協議会は、幅広い意見を聴取するため、第2条の目的に賛同する団体、

企業、大学、研究機関又は個人を募り、協賛者等として登録する。 

2   協賛者等は、協議会事業の推進に関し、可能な範囲で協力を行う。 

 

（幹事及び幹事会） 

第 12 条 協議会に幹事を置く。 

2 幹事は、会員が任命する者をもって充てる。 

3 幹事会は、幹事で構成し、協議会活動に関して必要な連絡調整を行う。  

4 幹事会は、必要に応じて、会長が招集し、会長が指名する幹事を議長とする。 

 



（経費） 

第 13 条 協議会の活動に要する費用は、寄附金その他の収入をもって充てる。 

 

（会計年度） 

第 14 条 会計年度は、毎年４月 1 日に始まり、翌年３月末日に終わるものとす

る。 

2 決算は、監事の審査に付し、その意見を付して直近の総会で承認を得るもの

とする。 

 

（事務局） 

第 15 条 事務局は、会長所在地の市区町村役所（場）内におく。 

 

（委任） 

第 16 条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長

が定める。 

 

  附 則 

1 この規約は、平成 22 年 1 月 26 日から施行する。 

2 設立当初の会計年度は、第 14 条の規定にかかわらず、設立の日から平成 23

年３月末日までとする。 

3 この規約は、平成 26 年 8 月 25 日から改正する。 

4 この規約は、平成 27 年 8 月 27 日から改正する。 

5 この規約は、平成 29 年 3 月 17 日から改正する。 

6 この規約は、平成 30 年 3 月 15 日から改正する。 

 




